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      【8月31日まで使用できます】八幡浜市プレミアム付飲食券（やわたはま食うぽん券）について


    

  





ページの内容を印刷



        
    記事番号： 1-746

  

  
    公開日 2021年07月02日

  



      
      
  やわたはま食うぽん券は完売しました

使用期間は8月31日までです

 

「やわたはま食うぽん券」ご利用にあたってのお願い

新型コロナウイルス感染症の拡大による利用者の減少などにより、飲食店や材料を納入している事業者等は、まだまだ苦しい状況がつづいております。

このため、皆様には新型コロナウイルス感染症拡大に注意し、地元の外食産業をご利用いただき、支えていただければと思い、本券を販売するものです。

なお、本券は市民に限らず、普段から八幡浜で勤務されている方も利用できます。

趣旨をご理解の上、ご支援いただきますよう、よろしくお願いします。

詳しくはこちらをご覧ください。

 


飲食券の販売について※完売しました


販売価格等

	飲食券額面	1冊7,500円（500円券×15枚）
	販売価格	1冊5,000円
	購入限度	1人1回4冊まで


 

販売期間・場所

	販売期間	
令和3年2月8日（月）～令和3年3月31日（水）
令和3年7月1日（木）～令和3年8月31日（火）
	在庫状況
	販売場所	八幡浜商工会議所	午前9時～午後6時まで
（土日祝祭日を除く）	売り切れ
	保内町商工会
	八幡浜郵便局
	保内郵便局	午前9時～午後5時まで
（土日祝祭日を除く）
	みなと交流館	午前9時～午後6時まで


※当初販売しておりました、フジグラン北浜・市内11郵便局（喜木、磯津、穴井、川名津、五反田、双岩、浜之町、桧谷、向灘、日土、舌間）では販売しませんので、ご注意ください。

※売り切れ次第、販売終了となります。

 

使用期間

令和3年2月8日（月）～令和3年5月31日（月）令和3年8月31日（火）

※『使用期間：令和3年1月8日～令和3年3月31日』を印刷されている、やわたはま食うぽん券も令和3年8月31日（火）まで使用できますので、ご注意ください。

 

対象店舗

市の取扱店登録認定を受けた市内取扱店でご利用できます。

	
取扱店一覧（令和3年6月28日更新）


※取扱店は随時募集中<記事内リンク>です。

※取扱店については、取扱店ステッカーまたは取扱店一覧チラシでご確認ください。

 

対象商品

取扱店で提供される飲食物に限ります。

 

[bookmark: bosyuu]

取扱店の募集について

対象事業者

市内の飲食店

※日本標準産業分類の中分類76飲食店（客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の食料品、アルコールを含む飲料をその場で飲食させる事業所（食堂、日本料理店、ラーメン店、焼肉店、居酒屋、喫茶店等）。なお、その場所での飲食と併せて持ち帰りや配達サービスを行っている事業所も含む）に該当する事業所。ただし、飲食店であっても、客への接待・遊興などを伴う店舗は除外。

※新型コロナウイルス感染拡大の対策を講じること。

	
取扱店運営マニュアル（令和3年4月26日更新）


 

募集期間

随時募集中

 

申込方法

下記のいずれかの方法により登録のお申し込みを行ってください。（事前に市の取扱店登録認定を受ける必要があります）

	市ホームページの登録フォームから申し込み（フォームはこちらから）
	店舗登録申請書兼誓約書及び承諾書を市役所商工観光課へ提出（FAX可）


※店舗登録申請書兼誓約書及び承諾書は、市HPのほか、八幡浜商工会議所、保内町商工会、市役所商工観光課にございます。

※詳しくは取扱店募集要項をご覧ください。

 

換金申請窓口

	八幡浜商工会議所
	保内町商工会


 

換金申請期日

令和3年9月17日（金）まで（午前9時～午後4時）



    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
産業建設部　商工観光課
郵便番号：796-8501
住所：愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL：0894-22-3101
FAX：0894-24-6180
E-Mail：syokokanko@city.yawatahama.ehime.jp


    




    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

  Adobe Acrobat Readerダウンロード
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043







© Yawatahama City.
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